
行政改革推進計画の取組項目及び関連する取組の概要 

 

１ この資料は，行政改革推進計画に基づく個別推進項目の主な取組と関連する取組をまとめたものである。 

２ 実施年度の欄は，主な取組欄に記載した事項の実施時期を表示しており，継続する場合であっても初年度のみの記載とした。 

３ 主な取組は重複記載しないよう考慮した。 

４ 推進状況欄の「◎」は実施又は一部実施済，「△」は検討中，「●」は今後検討していくものである。 

５ 実施年度欄の「※」は行政改革大綱策定以前の取組である。 

主要

項目 
個別推進項目 

推

進

状

況 

実施年度 

主な取組 取組概要，内容説明等 
７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 

地方

分権

の推

進 

中核市移行に

関する指針の

策定及び取組

の推進  

◎ 

※ 
        

中核市制度研究都市

連絡協議会第１回 事

務担当者会議への出

席(4.20)  

中核市候補市で構成される本会議に出席した。以降，随時こうした会

議に出席し，先進市の情報収集や国に対する要望活動を行った。 

 
○ 

       

中核市移行基本指針

作成(5.30) 

中核市移行基本指針を作成するとともに，移行年次を平成１３年度とし

た。 

  
○ 

      

中核市移行目標年度を

平成１３年度から平成１

２年度に変更（3.2） 

平成１０年度市政方針において中核市移行年次を平成１２年度に１年

前倒しす ることを表明した。  

    
○ 

    

中核市制度等について

市民広報に連載 

市民広報６～１０月号において中核市制度や移譲事務等の紹介記事

を連載するとともに，リーフレットの作成，ホームページへの掲載などＰ

Ｒを行った。更に平成１２年３月には，市民広報による担当窓口等につ

いての紹介や保健所業務案内パンフレットの全戸配布，関係機関等

への業務開始に係る事前説明会等を実施した。 

    
○ 

    

中核市指定の申出につ

いて市議会で議決（7.1）  
市議会において「中核市の指定に係る申出」について議決された。 

    
○ 

    

自治大臣に中核市指定

の申出（8.2） 
自治大臣に対し中核市指定の申出を行った。  



    
○ 

    

中核市指定の政令公

布（10.1） 

中核市の指定に関する政令の一部を改正する政令が公布され，平成

１２年４月１日の中核市移行が決定した。  

     
○ 

   
中核市移行（4.1） 

中核市移行。４月１日には中核市移行を記念して中核市移行式を開催

した。 

地方

分権

の推

進 

保健所設置に

関する方針の

策定及び設置

等の推進  

◎ 

 
○ 

       

保健所設置に関する基

本的考え方作成  

(5.30)  

保健所設置に関し，本市の基本的な考え方をまとめた。 

   
○ 

     

旭川市保健所設置懇

話会の設置(5.12) 

保健所の設置に関し，市民等の意見を聞くため，保健所設置懇話会を

設け，６月３日に第１回（８月６日まで４回）の会議を開催した。  

   
○ 

     

「市保健所の設置につ

いて」報告 (9.10)  
保健所設置懇話会から市長へ報告書が提出された。 

    
○ 

    
専門職の採用等  

保健所業務に従事する専門職として医師，獣医師，臨床検査技師，薬

剤師，保健婦等の採用を行うとともに，円滑な事務執行のため道から

派遣職員の受入れを行った。（実務研修については意識改革の推進を

参照） 

     
○ 

   
保健所の設置等（4.1） 

旭川市保健所及び旭川市食肉衛生検査所を設置した。（詳しくは機構

改革の実施を参照） 

地方

分権

の推

進 

庁内推進組織

の設置（行政改

革推進本部内）  

◎ 

 
○ 

       

行政改革推進本部中

核市部会設置 (4.1)  
行政改革推進本部に関係部長で構成する中核市部会を設置した。  

  
○ 

      

中核市移譲事務に係る

庁内会議の開催 

(12.22)  

移譲事務に係る担当課の職員を対象に今後の作業と移譲事務内容に

ついての説明会を開催した。 

    
○ 

    

地方分権について行政

改革推進本部会 議で

説明（4.26） 

地方分権一括法の概要等について行政改革推進本部会議で資料を

配布するとともに，対応準備を依頼した。 

    
○ 

    

地方分権一括法への

対応等について庁 内

調査の実施（7.12）  

地方分権一括法の施行による影響や対応等について調査を実施し

た。 

    
○ 

    

地方分権等について庶

務担当課長会議で説明

庶務担当課長会議において，地方分権一括法の概要や対応について

説明を行うとともに，中核市移行準備状況についての確認を依頼し



（8.6） た。 

地方

分権

の推

進 

北海道との協

議の推進 

◎ 
※ 

        

中核市移行に係る道と

の協議(6.12) 
中核市移行に係る課題等について道と協議した。以降，随時実施。 

  
○ 

      

上川支庁・旭川市中核

市移行連絡会議 の開

催(9.3)  

上川支庁と中核市移行に係る課題等について協議を行った。 

  
○ 

      

道・旭川市移行事務連

絡会議の開催 (10.24)  

移譲事務の確定に向け，道庁内での移譲事務や人員，予算等に係る

調査の実施について協議を行った。 

   
○ 

     

中核市道・市連絡会議

設置(6.26)  

中核市移行を円滑に推進するため，助役を座長に，道と市の関係部

長等で構成する道・市連絡会議を設置した。８月６日に第１回，１月７

日に第２回会議を開催し，移譲事務，人員，財源等の基本的な考え方

について協議を行った。 

    
○ 

    

道知事に「中核市指定

に係る申出の同 意」を

申入れ(7.1) 

中核市指定を申し出ることについて道知事に同意の申入れを行った。

７月１６日に道議会において議決，７月２１日付けで同意された。 

    
○ 

    

中核市移譲事務引継

調印式の実施（3.30） 

中核市移行に伴い道から移譲される事務について引継調印式を行っ

た。 

     
○ 

   

道から市町村への権限

移譲説明会の出席

（7.17） 

地方分権一括法により都道府県から市町村への権限移譲の際の事前

協議のしくみが制度化されて以後，最初の説明会が開催され，出席し

た。以後随時，権限移譲に関し協議を行っている。 

地方

分権

の推

進 

自治体間交流

等の拡大 

◎ 

※ 
        

上川中部圏地方拠点

都市地域指定(5.30) 

地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関す

る法律に基づき，本市を中心とする１市８町の地域の一体的な整備に

ついて，北海道知事の指定を受けた。基本計画は１２月２０日に承認さ

れた。 

※ 
        

広域行政懇談会等の

開催 
市長が上川中部圏８町等と行政課題について意見交換を行った。 

 
○ 

       

広報誌で周辺８町を紹

介(6.15) 

広報誌で周辺８町の施設や特産品等を紹介した。以後，定期的に実

施。 

  
○ 

      

第４次上川中部地区広

域市町村圏振興計画

圏域の振興発展の基本的方向と広域的施策を定めた第４次上川中部

地区広域市町村圏振興計画を策定した。 



の策定 

   
○ 

     
図書館の広域利用 

旭川市と近隣町の図書館の広域的利用を図るため，上川中部地区広

域市町村圏振興協議会において，平成１０～１１年度にかけてインター

ネットを活用した広域図書館ネットワークシステムを開発した。平成１２

年４月１日から稼働した。 

    
○ 

    

上川中部圏広域スポー

ツセンターの設置(12.1) 

１市８町の総合型地域スポーツクラブを後方支援し，そのネットワーク

の中核となる広域スポーツセンターを総合体育館内に設置した（文部

省指定事業）。 

    
○ 

    

上川中部地域ごみ処理

広域化基本計画の策

定(3.17) 

１市８町２組合による広域的なごみ処理の基本計画を策定した。 

     
○ 

   

道北の新たな地域づく

り協議会の設立(6.15) 

「道北地域整備の展開構想」を推進し，道北地域（上川・留萌・宗谷）の

広域連携を図るための協議会（会長～旭川市）を設立した。 

      
○ 

  

上川中部地区広域市

町村圏振興協議会ホー

ムページの開設(11.1) 

１市８町の資源や魅力を全国的に情報発信し，圏域のイメージアップを

図るため，協議会のホームページを開設した。 

      
○ 

  

上川地域連携会議の

設立(2.8) 

北海道開発局，北海道，管内市町村の３者が協力連携して社会資本

の効率化，重点的な整備等について意見交換を行うための会議を設

立した。 

 
○ 

       

１市８町ジョイントセミナ

ーの実施(10.31) 

まちづくりの連携強化のため，１市８町の課長職を対象に研修を実施し

た。 

  
○ 

      
北海道との職員交流 北海道との長期の職員相互交流を実施した。 

    
○ 

    

近隣８町職員を本市職

員研修に受入 

本市が主催する各種特別研修への近隣８町職員の参加受入を開始し

た。１１年度は３町１３名の職員を受け入れた。 

市民

参加

の推

進 

市民の意思を

反映するシステ

ムの充実 

◎ 

※ 
        

「こんにちは！市長で

す」の実施 

市民の声を市政に反映させるとともに，市政への理解を深めてもらうた

め，市長が地域，各種団体，サークル等の場に出向き，市政やまちづ

くりについて懇談した。 

※ 
        

行政改革推進委員会

の設置(6.15) 

行政改革に市民の意見を反映させるため，行政改革推進委員会（委

員１４人）を設置した。 

１１月２日に「旭川の行政改革についての答申書」が提出された。 



※ 
        

行政改革懇談会の開

催(7.7) 

行政改革推進委員会の委員に応募した市民から本市の行政改革につ

いて意見を聞いた。 

※ 
        

市民アンケートで行政

改革及び地方分権の意

識を調査(7.28) 

市民アンケートに行政改革及び地方分権に関する設問を設けた。 

※ 
        

広報誌で中核市制度を

紹介(11.15) 
広報誌で中核市制度の概要を紹介した。２月１５日号でも掲載。 

○ 
        

広聴広報マニュアル

「広聴広報人」の発行

(1.8) 

市民とのコミュニケーションについて職員の意識を啓発するため，マニ

ュアルを発行した。 

 
○ 

       

平成９年度予算におけ

る「市民の声」の反映 
平成９年度予算要求時に市民の声を反映させた内容等を明記させた。 

 
○ 

       

ふれあいトーク（青空市

長室）の実施 

市民と一体になったまちづくりを推進するとともに，相互理解を図るた

め，市長や担当職員が野外で，その会場にちなんだ課題について直

接対話した。 

 
○ 

       
サテライト広聴の実施 

職員が各地域に出向き，市の事業について情報提供するとともに，市

政に関する要望・提言等を受け，市政への反映に努めた（出前広聴）。 

  ○       市民参加のまちづくり

（市民参加システム冊

子）作成(5.15) 

市民参加の基本的な考え方や手法を示した「市民参加のまちづくり」を

作成し，職員に配布した。なお，各部では市民参加の取組を積極的に

推進した。 

【取組事例】 

・新町小改築基本計画検討委員会設置(H9.5) 

・北彩都あさひかわ懇談会設置(H9.10) 

・北彩都あさひかわ土地利用検討懇談会設置(H10.1) 

・東光ふれあい公園ワークショップ開催(H10.8) 

・江丹別地区ふるさとづくりワークショップ開催(H10.8) 

・環境基本計画策定に係る市民意見の募集(H10.9) 

・マイスター制度検討懇話会設置(H11.2) 

・介護保険事業計画等策定委員会設置(H11.2) 

・都市計画マスタープラン策定懇談会設置(H11.4) 

・上下水道事業懇話会設置（H11.9) 



・旭川イメージアップネットワーク委員会設置(H12.5) 

・自然共生アクションプラン策定委員会開催(H12.7) 

・カムイの杜公園自然探索の森ワークショップ開催(H12.7) 

・都市計画マスタープラン公開討論会開催(H12.11) 

・都市景観条例検討委員会設置(H13.4) 

・景観づくりアンケート調査の実施(H13.8) 

・地域景観懇談会の開催（H13.8～9) 

・突哨山自然環境保全懇話会設置(H13.9) 

・旭川市景観シンポジウムの開催(H13.11) 

・男女共同参画を推進するための条例検討委員会設置(13.11) 

・高齢者保健福祉計画検討委員会設置(H14.2) 

・介護保険事業計画検討委員会設置(H14.2) 

・新科学館の展示計画に関わる意見・提案の募集(H14.6・7) 

・地域福祉計画策定委員会設置(H14.7) 

・ごみ減量化あさひかわ市民会議の設置(H14.7) 

・景観づくりワークショップの開催(H14.9・10) 

・神楽中跡地利用についてのワークショップ開催(H14.10) 

・「旭川市アイヌ文化振興基本計画」原案に対する意見提出手続の実

施(H14.12) 

・「（仮称）住民基本台帳ネットワークに係る個人情報の保護に関する

条例」素案に対する意見提出手続の実施(H14.12) 

    
○ 

    

旭川市市民参加推進

懇話会の設置(12.17) 

市民参加のあり方や市長と行政の役割分担等について有識者・市民

等で研究，検討するための懇話会を設置した。 

    
○ 

    

市民アンケートで市民

参加の意識を調査

(11.15) 

市民アンケートに市民参加に関する設問を設けた。 

    
○ 

    

市民参加シンポジウム

の開催(1.22) 

市民参加によるまちづくりの気運の醸成を図るためシンポジウムを開

催した。 

     
○ 

   

市民参加についての意

見交換会の開催(2.4) 

旭川市市民参加推進懇話会における「旭川市の市民参加を推進する

ための提言」に市民の意見を反映させるため，意見交換会を開催し

た。同提言は２月２８日に市長に提出された。 



      
○ 

  

市民参加を推進するた

めの条例検討委員会設

置(5.25) 

市民と行政が協働で条例案を策定するために「市民参加を推進するた

めの条例検討委員会」を設置した。その後広報誌等による意見募集，

意見交換会の開催，中間試案に対する意見提出手続（パブリックコメ

ント）の実施などで寄せられた市民の意見を踏まえて，１４年２月１日に

「旭川市の市民参加を推進するための条例検討委員会意見書」が市

長に提出された。 

      
○ 

  

「市長と語る地域懇談

会」の実施(8.30) 

これからのまちづくりや地域の課題等市政への意見，提言，要望など

広く地域住民からの声を聞き，また，市民との対話を深めることによ

り，市民との相互理解を図り，あわせて市民の声を市政に反映させる

ことを目的として，市長及び関係部局職員が地域住民と懇談した。 

       
○ 

 

市民参加推進条例の

制定(7.4) 

市民の市政への参加を制度的に保障し，より一層の市民参加を促進

するため市民参加推進条例を制定した。 

市民の行政に

関する満足度

の把握 

◎ 

  
○ 

      

市民アンケートで職員

の対応等の評価を調査

(9.11) 

市民アンケートに職員の対応等に関する設問を設けた。 

     
○ 

   

介護保険利用者アンケ

ート調査の実施 

介護保険サービスの利用実態等を把握するため，利用者を対象とした

アンケート調査を実施した。 

       
○ 

 

地域福祉計画の策定に

関する意識調査の実施 

１５年度中に策定予定の地域福祉計画に地域住民の意見を反映させ

るためのアンケート調査を実施した。 

行政改革の推

進状況につい

て点検，評価す

る機関の設置 

△ 

          

検討中 

 委員の選任や機関の機能，権限等の課題もあり，現時点では考え方

をまとめるまでには至っていない。 

     
○ 

   

事務事業評価の実施

(9.12) 

社会経済情勢や市民ニーズの変化に的確に対応し，効果的・効率的

な事業推進を図るため，１２年度の試行を踏まえて，１３年度から本格

実施した。 

１３年度は，庁内２次評価組織や外部評価組織を設置し，事業開始か

らの年数が長い事業を対象に評価した。 

１４年度はすべての事務事業を対象に評価を実施した。 

 
拡充 継続 見直し 統合 中断 廃止  計  



１２年度 ３ ４６ １１ ３ ２ ３ ６８ 

１３年度 １ １０６ ７５ １０ １ １ １９４ 

 

  
継続 見直し 統合 縮小 廃止  計  

１４年度 
 
３２１ ５４４ ７５ １０ ９０ １，０４０ 

 

       
○ 

 

行財政改革推進本部

の設置(4.1) 

厳しい財政状況を克服し，健全財政を確立するとともに，地方分権の

時代にふさわしい簡素で効率的な行財政運営の推進を図るため行財

政構造改革推進本部を設置した。 

広報活動の充

実 

◎ 

 
○ 

       
広報委員に公募導入 

市民の視点から親しみやすく，読みやすい広報誌を作成するため，広

報委員１２人中３人を市民から公募した。 

  
○ 

      

声パートナーの掲載

(4.15) 

広報誌に市民の意見とそれに対する行政側の対応を紹介する声パー

トナーを掲載した。 

  
○ 

      

広報誌編集のＤＴＰ導

入(10.15) 

広報誌編集についてＤＴＰ（コンピューターを使った広報誌の編集シス

テム）を導入し，事務の効率化等を図った。 

  
○ 

      

市外向け広報誌「ふる

ふる」の発行(7.31) 

市外向け広報誌を発行した。１２年９月には発行部数を増やし，市民に

も提供することとした。 

  
○ 

      

「くらしのガイドブック」

の発行(3.15) 

市の制度や窓口事務の手続，施設などをまとめた「くらしのガイドブッ

ク」を作成し，全戸に配布した。また，１３年３月には，中核市移行によ

る組織の再編や庁舎の異動等を踏まえ新たに作成し，全戸配布した。 

   
○ 

     

広報誌の表紙デザイン

の刷新(4.15) 

広報誌をより視覚にうったえるため，表紙をデザインとしてとらえ刷新し

た。 

    
○ 

    

旭川まるかじり図鑑の

掲載(4.15) 
まちの魅力を再発見してもらう旭川まるかじり図鑑を掲載した。 

    
○ 

    

ケーブルテレビ広報番

組「わくわくライフ旭川」

の放送時間拡大(4.2) 

放送時間を５分から１５分に拡大し，静止画像から担当者出演による

行事等紹介に改め，また市民自らが地域情報を提供するコーナーを設

けた。 

    
○ 

    

広報誌の全ページ２色

化(4.15) 
より親しみやすい広報誌とするため，全ページを２色刷りとした。 



    
○ 

    

広報誌への「ちょっと役

立つカレンダー」の掲載

(4.15) 

毎月発行していた「くらしのカレンダー」を市民が見やすいよう，広報誌

に統合し掲載することとした。 

    
○ 

    

インターネットホームペ

ージの開設(6.1) 

市政等に関する情報をより広くより新しい内容で発信・提供するため，

市のホームページを開設した。 

    
○ 

    

水道局広報誌「こんに

ちは水道局です」の発

行(11.15) 

上下水道事業内容を市民に知らせるため，水道局広報誌「こんにちは

水道局です」を発行し，市民広報に折込みで全戸配布した。 

     
○ 

   

ラジオ広報番組ボイス

ネットワーク

ASAHIKAWAの放送拡

充(4.7) 

これまでの月２回放送を，より多くの市民や団体を紹介できるよう，毎

週放送に拡大した。 

     
○ 

   

視力障害者向け声の広

報「青い鳥」の内容拡充

(4.20) 

視力障害者向けの広報については，これまで広報誌の内容を 60分テ

ープ２本に収録し発送してきたが，テープを１本増やし，折込チラシの

内容も吹き込んだ。 

     
○ 

   

携帯電話等対応型ホー

ムページの開設(10.2) 

携帯電話の普及を踏まえ，携帯電話等の情報サービスに対応するホ

ームページ 

      
○ 

  

水道局ホームページの

開設(3.15) 

上下水道事業に関する情報をより広く発信，提供するため，ホームペ

ージを開設した。 

市政情報コー

ナーの充実 

◎ 

 
○ 

       

市政情報コーナー管理

要綱の制定(8.14) 

市政情報コーナーの活用及び資料の充実を図るため，管理要綱を整

備した。 

  
○ 

      

市政情報コーナーの整

備(12.1) 

機構改革にあわせて，市政情報コーナーを３階に配置替えし整備し

た。 

行政改革の推

進状況の公表 

◎ 

  
○ 

      

行政改革の推進状況

の公表(5.15) 

行政改革の取組の概要をこうほう旭川市民５月号で公表した。以後毎

年掲載。 

各種資料，広

報宣伝刊行物

の統廃合の推

進 

△ 

 
○ 

       

刊行物発行状況の調

査 

検討中 

 刊行物発行状況について調査し，刊行物の作成，配布等についての

手法や統合等についての方針を示すべく検討を進めてきたが，現時点

では考え方を示すに至っていない。なお，個別に取組は進めている。 

    
○ 

    
くらしのカレンダーの広 くらしのカレンダーを広報誌に統合した。 



報誌への統合 

     
○ 

   

旭川まるかじり図鑑の

統合 

ふるふるの配布対象を市民にも拡大したことにあわせ，まちの魅力の

再発見をテーマに平成 10年４月から広報誌で２年間掲載してきた旭

川まるかじり図鑑をふるふるに統合した。 

      
○ 

  

市政要覧の編集の見

直し 
市政要覧の全面改訂を隔年で行うこととした。 

       
○ 

 

市外向け広報誌「ふる

ふる」の統合 

「ふるふる」に掲載されていた旭川市の産業，観光等の情報を市政要

覧等に統合し，「ふるふる」は休刊した。 

附属機関活用

の見直し 

附属機関の委

員の選任方法

の改善 

◎ 

 

 

 

◎ 

※ 
        

附属機関委員の委嘱

基準の制定(4.27) 
附属機関の委員の選任について，基準を示した。 

   
○ 

     

附属機関委員の公募

(7.15) 

環境審議会委員について，本市の附属機関として初めての一般公募

を行った。 

   
○ 

     

附属機関の設置，運営

及び委員の選任に関す

る基準の策定(12.10) 

平成７年度の委嘱基準を踏まえ，改めて市民参加の推進の視点から

青年・女性の登用や公募制の導入促進など委員選任基準を定めると

ともに，既存附属機関の活用の視点からの新設の抑制や廃止又は統

合など設置・運営について定めた。 

    
○ 

    

児童福祉審議会，水防

協議会の廃止(4.1) 

中核市移行に伴い設置した社会福祉審議会で児童福祉に関する事項

も調査審議することとし，児童福祉審議会を廃止した。また，水防法の

一部改正により水防協議会の設置が任意となったことから，その機能

を旭川市防災会議に移管し，同協議会を廃止した。 

附属機関に類

似の協議会，

懇談会等の設

置に関する基

準の策定 

◎ 

   
○ 

     

諮問機能を有する機関

等の設置及び運営の指

針の策定(12.28) 

法令や条例で定める附属機関以外の諮問機能を有する懇談会等の

効果的な活用と適正な運用のための指針を策定した。 

行政に対する

苦情について

調査し処理する

制度等に関す

る方針の策定 

◎ 

   
○ 

     

行政に対する苦情につ

いて調査し処理する制

度等についての当面の

対応策 

これまでの苦情処理制度を導入している先進市調査の結果等を踏ま

え，当面，市民参加の取組の推進や行政手続条例の制定，外部監査

制度の導入を進めることとし，順次取り組んだ。 

     
○ 

   
外部監査制度の導入 中核市移行に伴い包括外部監査を導入し，１２年度は市内の公認会



(4.1) 計士と包括外部監査契約を締結した。また，個別外部監査を実施でき

るよう，旭川市外部監査契約に基づく監査に関する条例を制定した。 

（テーマ） 

＜１２年度＞  

旭川市の病院事業に係る「財務に関する事務の執行」及び「経営に係

る事業の管理」 

＜１３年度＞  

旭川市の水道事業及び公共下水道事業に係る「財務に関する事務の

執行」及び「経営に係る事業の管理」 

＜１４年度＞ 

補助金に係る事務の執行について（補助対象団体の出納その他の事

務を含む。） 

      
○ 

  

社会福祉施設等への

苦情解決窓口の設置

(5.8) 

利用者等からの福祉サービスに関する苦情に対応するため，施設に

苦情受付担当者，苦情解決責任者，第三者委員を配置した。 

       
○ 

 

留守家庭児童会に関す

る苦情解決窓口の設置

(10.1) 

留守家庭児童会に関する苦情に対応するため，各児童会に苦情解決

窓口を設置した。 

事務

事業

の見

直し 

事務事業の廃

止，統合，縮

小，民間委託

の推進 

◎ 
※ 

        

職員永年勤続表彰の

見直し 

職員勤続表彰を簡素化し，経費の節減を図った。（１０年度には会食を

廃止し，１３年度からは制度自体を廃止した。） 

 
○ 

       

街路灯関係補助事業

の窓口統合(4.1) 

市民部で行っていた街路灯の維持に関する補助事業を都市建設部の

設置補助事業の窓口に移管し，市民サービスの向上，事務の効率化

を図った。 

 
○ 

       

東西清掃事業所の統

合等(4.1) 

５分別収集開始による委託車両の拡大にあわせ，東西清掃事業所を

統合した。 

 
○ 

       

近文清掃工場の運転

部門等の委託(4.1) 
工場運転部門等を委託し，管理経費の抑制を図った。 

 
○ 

       

水道局における資材庫

業務の委託(4.1) 
水道局のメーター払出し，不用品受入等の資材庫業務を委託した。 

 
○ 

       
啓明地区センターの管 啓明地区センターの管理運営を運営委員会に委託した（利用料金制



理委託(8.20) 度。） 

 
○ 

       

近文市民ふれあいセン

ターの管理委託(8.30) 
近文市民ふれあいセンターの管理を社会福祉協議会に委託した。 

  
○ 

      

市営葬儀事業の廃止

(4.1) 
市営葬儀事業を廃止した。 

  
○ 

      
神楽幼稚園の廃止(4.1) 神楽幼稚園を廃止した。 

  
○ 

      

西部下水処理場の運

転管理委託の拡大(4.1) 
西部下水処理場の平日分の運転管理業務を委託した。 

  
○ 

      

神居デイサービスセン

ターの管理委託(5.1) 

新設した神居デイサービスセンターの管理運営を旭川盲人福祉センタ

ーに委託した。 

  
○ 

      

忠和公園コミュニティ体

育館の管理委託(6.1) 
忠和公園体育館の管理運営を公園緑地協会に委託した。 

  
○ 

      

２４時間巡回型ホーム

ヘルプサービス事業の

委託(10.1) 

介護を要する高齢者等を抱える家庭に対する２４時間ホームヘルプサ

ービス事業を委託により実施した。 

   
○ 

     

神楽学校給食共同調

理所の廃止(4.1) 

老朽化した神楽学校給食共同調理所を廃止し，該当する学校の調理

は神楽中学校及び東旭川学校給食共同調理所で実施することとした。 

   
○ 

     

口座振替通知書の発

行方法の見直し(4.1) 

市税等の口座振替通知書を年１回に改め，事務の簡素化と経費の節

減を図った。 

   
○ 

     

神楽岡地区センターの

管理委託(9.15) 

神楽岡地区センターの開館に伴い，管理運営を運営委員会に委託し

た（利用料金制度）。 

    
○ 

    
忠和清掃所の廃止(4.1) し尿収集量の減少に伴い，忠和清掃所を廃止した。 

    
○ 

    

学校営繕業務の見直し

(4.1) 
学校営繕業務を外注化し，学校営繕分室を廃止した。 

    
○ 

    

敬老祝金制度の見直し

(4.1) 
７５歳以上の支給を７７，８８，９９歳の節目ごとに改めた。 

    
○ 

    

ひとり暮らし高齢者訪

問事業の見直し(4.1) 
緊急通報システム設置世帯を対象者から除外した。 



    
○ 

    

入学仕度金制度の統

合(4.1) 

高等学校と大学入学仕度金を統合するとともに専修学校にも貸付を拡

大した。 

    
○ 

    

高齢者バス料金助成事

業の見直し(6.1) 

回数券による助成を廃止しバスカードに一本化するとともに，利用者負

担を導入した。 

    
○ 

    

カムイの杜体験学習セ

ンターの管理委託(7.4) 
カムイの杜体験学習センターの管理を公園緑地協会に委託した。 

    
○ 

    

新旭川地区センターの

管理委託(10.13) 

新旭川地区センターの開館に伴い，管理運営を運営委員会に委託し

た（利用料金制度）。 

    
○ 

    

旭川聖苑の運営等に係

る嘱託，委託活用 

２月１日から供用開始の旭川聖苑の運営等について嘱託職員と民間

委託の活用を図った。また，聖苑の供用開始に伴い，旭川，永山の火

葬場を廃止した。 

     
○ 

   

神居デイサービスセン

ターの利用料金制度の

実施(4.1) 

介護保険の本格施行にあわせて，神居デイサービスセンターの管理

運営委託について利用料金制度を導入した。 

     
○ 

   

旭正農業構造改善セン

ターの管理委託(4.1) 

旭正農業構造改善センターの管理運営を旭正農業協同組合に委託し

た。 

     
○ 

   

し尿収集受付業務の委

託拡大(4.1) 
し尿収集の申込受付業務を全面委託とした。 

     
○ 

   

水道休止・開栓業務の

委託(4.1) 

水道の休止開栓，停止開栓業務について，緊急時の即時対応による

市民サービスの向上と業務の効率化を図るため，旭川市水道協会に

委託した。 

     
○ 

   

豊かな心を育てる施策

推進事業の見直し(4.1) 

豊かな心を育てる施策推進事業の全市的取組として実施してきたさわ

やかマラソン大会，彫刻の森大会を発展的に廃止し，各地区の特色あ

る取組の推進へ重点化を図った。 

     
○ 

   

亀吉下水処理場の運

転管理業務の委託(4.1) 
亀吉下水処理場の運転管理業務を委託した。 

     
○ 

   

東豊公園体育館（屋内

広場）の管理委託(5.21) 
東豊公園体育館（屋内広場）の管理運営を公園緑地協会に委託した。 

     
○ 

   
ペットボトル中間処理業 １３年１月から開始するペットボトルの分別収集に伴う中間処理を施設



務の委託(1.5) の設置とあわせて民間業者に委託した。 

     
○ 

   

イルミネーション事業の

統合，事務局の移管

(12.1) 

４つの実行委員会で実施していたイルミネーション事業及び事務局に

ついて，旭川まちあかり実行委員会に移管した。 

      
○ 

  

江丹別生活改善センタ

ーの廃止(4.1) 

江丹別市民交流センターの開設に伴い同様の機能を持つ江丹別生活

改善センターを廃止した。 

      
○ 

  

医療費助成事業の見

直し 

乳幼児等への医療費助成について所得制限を設ける一方，乳幼児外

来医療費の助成範囲を拡大するなど，医療費助成事業の見直しを行

った（10月診療分から）。 

      
○ 

  
中原悌二朗賞の見直し 

中原悌二朗賞の贈呈を平成 13年度以降，隔年開催とすることとした

（事務事業評価によるもの）。 

      
○ 

  

職員の海外研修の見

直し 

職員の海外研修の一部を廃止し，自主企画によるもののみとした（事

務事業評価によるもの）。なお，平成 14年度からは自主企画によるも

のも廃止した。 

      
○ 

  

青少年音楽パレードの

廃止 

青少年課で実施していた青少年音楽パレードを廃止した（事務事業評

価によるもの）。 

      
○ 

  

東鷹栖農村活性化セン

ターの管理委託(4.27) 
東鷹栖農村活性化センターの管理運営を委託した。 

      
○ 

  

消費生活展，リサイク

ルフェアの共同開催

(9.29・30) 

それぞれ単独で実施していたものを，効率的で効果的なイベントとなる

よう，共同の実行委員会により実施した。 

      
○ 

  

北星地区センターの管

理委託(11.1) 

北星地区センターの開館に伴い，管理運営を運営委員会に委託した

（利用料金制度）。 

       
○ 

 

区画整理事業の一元

化(4.1) 

駅周辺及び組合施工による区画整理事業の縮小に伴い，業務を駅周

辺事業課に一元化した。 

       
○ 

 

スポーツ教室運営業務

の委託(4.1) 

総合体育館におけるスポーツ教室の運営業務を体育協会に委託し

た。 

       
○ 

 

旭川市教職員永年勤

務者表彰の廃止(4.1) 
教職員永年勤務者表彰を廃止し事務及び経費の軽減を図った。 



       
○ 

 

障害者福祉センターの

管理委託(6.30) 

障害者福祉センターの開館に伴い，管理運営を障害者団体連絡協議

会に委託した。 

       
○ 

 

ファミリーサポートセン

ター事業の委託(7.1) 

子育てと就労の両立を支援するため，保育所等の施設の補完機能と

して育児援助を行いたい者と受けたい者を組織し，会員制の相互援助

活動を委託により実施した。 

       
○ 

 

春光台地区センターの

管理委託(7.10) 

春光台地区センターの開館に伴い，管理運営を運営委員会に委託し

た（利用料金制度）。 

       
○ 

 

広報誌「こうほう旭川市

民」制作業務の委託

(7.1) 

広聴広報課の広報誌作成業務を委託した。 

       
○ 

 

都市計画情報提供方

法の見直し(11.18) 
用途地域等の都市計画情報をホームページで閲覧できるようにした。 

       
○ 

 
東京事務所の縮小(2.1) 

情報公開やＩＴ化の進展に伴い，従前に比べて容易に情報を取得でき

るようになったことなどから，東京事務所の人員を削減するとともに，

事務所を移管した。 

        
○ 

江丹別地域飲料水供

給施設整備事業の移

管(4.1) 

専門的知識，技術を有する水道局に業務を移管した。 

        
○ 
市長・助役専用運転業

務の統合(4.1) 

市長・助役専用運転業務について，車両係に業務を統合するととも

に，専用車両を廃止した。 

        
○ 
石油等消費構造統計

調査の廃止(4.1) 

当該調査に対するニーズの変化及び報告者の負担の軽減を図るため

廃止した。 

        
○ 
テレファックス「こちら公

聴係です」の廃止(4.1) 
受付件数が少ないため廃止した。 

        
○ 

「まちづくり通信システ

ム」の他事業への統合

(4.1) 

サテライト広聴の取組の１つと位置づけ，事業を統合した。 

        
○ 

市民アンケート調査事

業実施年度の見直し

(4.1) 

隔年で実施していたが，３年ごとに実施するよう見直した。 



        
○ 
テレビ新春特別番組の

の廃止(4.1) 
他の番組等で代替が可能なため，テレビ新春特別番組を廃止した。 

        
○ 
広報誌作成経費の見

直し(4.1) 
広報誌のページの中で整理することとし，政策広報を廃止した。 

        
○ 
市政記者用７条駐車場

券の廃止(4.1) 
市政記者用の７条駐車場利用券を廃止した。 

        
○ 

消費生活教材（小学校

副読本）の作成，配布

手法の見直し(4.1) 

消費生活教材（小学校副読本）について印刷媒体から電子媒体化し，

内容をホームページ上で閲覧できるようにした。 

        
○ 
旭川市価格調査員の

減員(4.1) 
旭川市価格調査員を３０名から１５名に減員した。 

        
○ 
消費生活相談の委託

拡大(4.1) 
消費生活相談について，旭川消費者協会に対する委託を拡大した。 

        
○ 
納税奨励預託金の廃

止(4.1) 
納税奨励預託金を廃止した。 

        
○ 
納税貯蓄組合に関する

事務の見直し(4.1) 

納税貯蓄組合の単位組合への補助金を廃止するとともに，事務局を

連合会に移管した。 

        
○ 
ひとり暮らし高齢者訪

問事業の見直し(4.1) 
訪問日を日，祝日を除く毎日から週３回にした。 

        
○ 

心配ごと相談センター

の設置及び業務の委託

(4.1) 

（社）旭川市社会福祉協議会に心配ごと相談センターを設置し，管理運

営業務を委託した。 

        
○ 
敬老負担金の見直し

(4.1) 
敬老会招待対象者１人につき 1,400円の負担金を 1,000円にした。 

        
○ 敬老祝金の見直し(4.1) ８８歳，９９歳の祝金を廃止し７７歳のみの支給とした。 

        
○ 
老人クラブ運営費補助

金の見直し(4.1) 
補助金額の約２０％引き下げを実施した。 

        
○ 
高齢者福祉バス運行事

業の事業手法の見直し

業務委託から補助金交付に事業手法を見直すとともに，利用者負担

の導入を図った。 



(4.1) 

        
○ 
介護相談員派遣事業

の廃止(4.1) 

各事業所相談員が入所者の意見を聞き，直接事業所が対応すること

がより効率的であると判断し廃止した。 

        
○ 
福祉読本作成の廃止

(4.1) 

福祉読本の作成事業を廃止し，平成１５年度版を学校に備え付け利用

に供することとした。 

        
○ 

点訳奉仕員講習会，視

覚障害者家庭生活訓

練研修会，点字講習会

の統合(4.1) 

類似する業務を統合した。 

        
○ 
障害者福祉バス管理運

営事業の見直し(4.1) 
民間バスの借上げを廃止した。 

        
○ 

在宅重複重度障害児

（者）療育キャンプ事業

の見直し(4.1) 

事業手法を同様の事業を実施している障害者団体への事業費補助に

変更した。 

        
○ 

重度身体障害者等訪

問入浴サービス事業の

統合(4.1) 

難病患者等のホームヘルプサービスを行う事業と統合した。 

        
○ 
身体障害者福祉資金

貸付金の廃止(4.1) 
生活つなぎ資金制度等を活用することとし廃止した。 

        
○ 
生活保護費用法外扶

助費の見直し(4.1) 

夏期見舞金，年末見舞金，入浴料援助金，死亡弔慰金，火災見舞金，

小中学校入学祝金の６種類の法外扶助費を廃止し，高等学校等の入

学祝金を創設した。 

        
○ 

こども通園センター，幼

児ことばの教室，日章

わかば教室の統合(4.1) 

３施設の統合により早期療育の一元化を図った。 

        
○ 
子ども家庭相談員の減

員(4.1) 

他の相談業務との機能整理を検討し春光住民児童センターの子ども

相談室を廃止し，相談員１名の減員を図った。 

        
○ 

保育体制充実費補助

金に係る補助日数の見

直し(4.1) 

予備保育士，低年齢児担当保育士の補助日数を引き下げた(380日→

296日） 



        
○ 
社会福祉施設の指導

監査の一元化(4.1) 

障害福祉，高齢者福祉，児童家庭各課で行っていた社会福祉施設の

指導監査を福祉総務課に一元化した。 

        
○ 
市民生活館清掃業務

の見直し(4.1) 
委託により行っていた館内清掃業務を嘱託職員により行うことにした。 

        
○ 

地域保健福祉センター

相談窓口体制の見直し

(4.1) 

嘱託職員の勤務時間を週２７時間から週２４時間に短縮した。 

        
○ 
健診案内システム等の

廃止(4.1) 

こうほう旭川市民など他のメディアにも掲載されている健診案内システ

ム等について見直し，廃止することとした。 

        
○ 
ミニドック受診の自己負

担の導入(4.1) 
ミニドックの受診に自己負担を導入した。 

        
○ 
さわやか環境探検隊の

廃止(4.1) 
参加者数の減少のため廃止した。 

        
○ 
水生生物調査の廃止

(4.1) 
他の手法により水質調整を行っているため廃止した。 

        
○ 
公害防止設備資金貸

付制度の統合(4.1) 
類似業務を実施している商工観光部に統合した。 

        
○ 

商工会議所，商工会等

に対する補助金の見直

し(4.1) 

商工会議所や商工会に対する補助金を見直した。 

        
○ 
旭川市公設小売市場

の廃止(4.1) 
施設の老朽化及び入店状況から施設を廃止した。 

        
○ 
北のめぐみ交流フェア

の廃止(4.1) 
北のめぐみ交流フェア事業を廃止した。 

        
○ 

旭川地域産品消費拡

大事業実行委員会負

担金の廃止(4.1) 

旭川市地域産品消費拡大事業実行委員会負担金を廃止した。 

        
○ 
旭川市中小規模小売

店舗立地届出要綱の
旭川市中小規模小売店舗立地届出要綱を廃止した。廃止 



廃止(4.1) 

        
○ 
永山ふれあいセンター

の管理委託(4.1) 
永山ふれあいセンターの管理運営を旭川農業協同組合に委託した。 

        
○ 

農業センターの窓口及

び農産加工指導業務の

委託(4.1) 

農業センターの窓口及び農産加工指導業務を委託した。 

        
○ 
成型苗実用化試験事

業の廃止(4.1) 
成型苗実用化試験事業を廃止した。 

        
○ 
肉用牛等放牧推進貸

付金の廃止(4.1) 
肉用牛等放牧推進貸付金を廃止した。 

        
○ 
心身障害者（重度）歯

科診療の受入れ(4.1) 

全身麻酔が必要な患者の治療を口腔外科で行い，病診連携を図っ

た。 

        
○ 
病院機能評価の受診

請求(4.1) 

経営の効率化及び医療の質の向上を図るため病院機能評価を受診す

る。 

        
○ 
教育委員の先進都市

視察の見直し(4.1) 
教育委員の先進都市視察を，隔年に改めた。 

        
○ 
教職員退職記念品の

廃止(4.1) 
永年勤続者に対する記念品を廃止した。 

        
○ 
教職員の道外視察研

修の廃止(4.1) 
教職員の道外視察研修を廃止した。 

        
○ 
大雪アリーナの管理委

託(4.1) 
大雪アリーナの管理運営を委託した。 

        
○ 

児童のための学校施設

土曜開放事業の廃止

(4.1) 

各小学校に設置された運営委員会を中心とした自主的な活動への転

換を図ることとし，廃止した。 

        
○ 
旭川市児童生徒国内

交流事業の廃止(4.1) 
事業の目的を達成したため廃止した。 

        
○ 
若い親子のふれあい推

進事業の廃止(4.1) 
若い親子のふれあい推進事業を廃止した。 



        
○ 
子育てネットワーカー派

遣事業の廃止(4.1) 
子育てネットワーカー派遣事業を廃止した。 

補助金等の見

直し 

△ 

          

検討中 

毎年度の予算編成の中で一定の整理は行っている。１１年度には，敬

老会負担金，家庭用厨芥類堆肥化容器購入補助金などの見直しを行

った。 

   
○ 

     

補助金等見直し検討委

員会の設置(10.15) 

補助金等の見直しを進めるため，庁内の関係課長で構成する「補助金

等見直し検討委員会」を設置し，具体的な見直しについての検討を行

った。 

公共施設の利

用時間等につ

いての見直し 

◎ 

 
○ 

       

中央図書館の開館時

間の延長(4.24) 

毎週，水・木曜日を午後６時から午後８時までに開館時間を２時間延

長した。 

 
○ 

       

学校体育施設開放校

の拡大 

学校体育施設開放の対象校を５７校から，改築中の学校を除き，全小

中学校に拡大した。 

 
○ 

       

コミュニティスクール事

業の拡大 

学校の特別教室を一般市民に開放するコミュニティスクールを従来の

忠和中学校の他，朝日小学校，東光中学校でも実施することとした。１

２年７月には新町小学校も加えた。 

    
○ 

    

保育所の開所時間の

延長(4.1) 

新旭川，近文，神楽保育所の保育開始時間を１時間早め，７時～１９

時（延長保育１時間含む）とした。 

    
○ 

    

留守家庭児童会の通

年開設(4.1) 

４月１日から入学式の間，従来，新規児童受入準備期間として閉会し

ていたものを受け入れることとし，通年開設とした。 

     
○ 

   

図書館及び科学館の祝

日開館の拡大 

中央図書館及び青少年科学館における祝日の臨時開館日を５月５日

のみから，５月３～５日及び１１月３日へと拡大した。地区図書館でも５

月５日と１１月３日を開館とした。 

     
○ 

   
休日保育の開始(7.2) 

北星保育所で日曜日や祝祭日の保育を開始した。開所時間は８時～

１８時。 

     
○ 

   

病後児保育の実施

(12.1) 

病気回復期にあるため保育所での集団保育が困難で，家庭での保育

も困難な児童について，市内の医療機関に保育を委託する病後児保

育を開始した。（定員４名 保育時間８時～１８時） 

      
○ 

  
農業委員会農地相談 ４支所で週１回定期的に開設している農業委員会農地相談所につい



所の開設日の変更(4.1) て，夏期は廃止，冬期は月１回とし，現地での相談等に積極的に応じ

ていくよう変更した。 

      
○ 

  

留守家庭児童会の開

会時間の延長(7.29 
午後５時までだった開会時間を，１時間延長し６時までとした。 

      
○ 

  

旭山動物園の冬期開

園(11.3) 

１１年度，１２年度の試行期間を経て，１３年度より入園料等を定め，本

格的に冬期開園を実施した。 

既存施設，複

合施設の効果

的，効率的利

用のための指

針の策定 

△ 

          

検討中 

総合的な指針は未策定であるが，各施設で個別の取組は進めてい

る。 

※ 
        

図書館分室の設置 

平成７年１１月に東旭川，東鷹栖，新旭川，春光台，愛宕の５公民館に

図書館分室を設置し公民館及び図書館の利用を拡大した。平成８年１

０月には江丹別，神居，北星の３公民館と西神楽農業構造改善センタ

ーにも設置した。 

  
○ 

      

神居デイサービスセン

ター等の設置(5.1) 

神居団地の立替にあわせ，団地集会所，デイサービスセンター，児童

センター等の機能を持つ施設を設置した。 

   
○ 

     

東旭川農村環境改善セ

ンター等の管理運営の

効率化(4.16) 

東旭川農村環境改善センター等の施設管理の効率化のため，公民館

管理との一体化等の取組を行った。 

    
○ 

    

青少年科学館における

放送大学サテライトス

ペースの設置(6.10) 

青少年科学館の行動を利用し，衛星放送利用のサテライトスペースを

設置した。 

     
○ 

   

旧上川市庁舎，保健所

庁舎，道有林管理セン

ターの活用(4.1及び

5.22) 

上川支庁，道立旭川保健所の永山移転に伴い，庁舎を譲り受け第３

庁舎として整備・活用することにより，市庁舎の集約化を図った。７月に

は利便性向上のため上川市庁舎棟ににエレベーターを設置した。 

     
○ 

   

江丹別市民交流センタ

ーの設置(2.19) 

江丹別支所，江丹別公民館，江丹別診療所，江丹別へき地保育所を

複合化した江丹別市民交流センターを設置した。 

      
○ 

  

神居公民館上雨紛分

館の開設(10.15) 

閉校した旧上雨紛小学校を改修し，神居公民館上雨紛分館として開設

した。 

       
○ 

 
北光小学校内に図書館 北光小学校内の学校図書館と同室内に図書館分室を開設した。 



分室の開設(8.19) 

窓口レイアウト

の改善 

◎ 

 
○ 

       

受付カウンター等の整

備 

第２庁舎市民課派出所，会計課窓口カウンター，高齢者福祉等の受付

カウンターの整備を行った。 

  
○ 

      

市民課等の待合いスペ

ースの改善 

市民課及び衛生部の市民の待合いスペースの拡大，外国人登録窓口

のカウンター化，市民休憩室の設置を行った。 

  
○ 

      

機構改革にあわせた窓

口レイアウト改善(12.1) 
機構改革の実施にあわせ，窓口の再配置等の整備を行った。 

       
○ 

 

総合庁舎１階授乳室設

置(9.2) 

子どもを連れて来庁する市民のために，総合庁舎１階に授乳室を設置

し市民サービスの向上を図った。 

新庁舎建設に

向けての検討

組織の設置 

◎ 

 
○ 

       

庁舎建設調査グループ

の設置(9.10) 

関係課長等で構成する庁舎建設調査グループを設置し，建設に係る

課題等を協議した。また，平成９年度には先進都市の調査なども行っ

た。 

   
○ 

     

庁舎建設整備基金の

設置 
平成１０年度には，庁舎建設整備のための基金を設置した。 

第三セクターに

ついての行政

関与等の方針

の策定 

◎ 

   
○ 

     

第三セクター等に対す

る行政の関与の方針の

策定 

第三セクター等に対する運営・指導体制の整備のための「第三セクタ

ー等調整委員会」の設置等を内容とする行政の関与の方針を策定し，

平成１１年度から施行した。 

    
○ 

    

第三セクター等調整委

員会の設置(4.1) 
関係部長等で構成する第三セクター等調整委員会を設置した。 

     
○ 

   

常勤特別職等の各種

団体への役員就任の

取扱いに関する基準の

策定(2.23) 

地方自治法等で常勤特別職等の兼業禁止の規定が適用されない各

種団体に対し役員等に就任する場合の取扱いについて基準を定め

た。 

      
○ 

  

民間企業への再就職に

関する指針の策定(4.1) 

指名登録業者など民間企業への再就職の自粛等を規定した指針を策

定した。 

       
○ 

 

派遣法の施行に伴う第

三セクター等への職員

派遣の見直し(4.1) 

「公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」の施

行に伴い，第三セクター等への職員派遣について見直しを行い，条例

を整備し施行した。 

       
○ 

 
工業団地開発株式会 設立目的が概ね達成されたこと等から，解散の決議をし，清算の手続



社の解散(12.19) を進めている。 

組織

機構

の再

編 

機構改革の実

施 

◎ 
※ 

        
局制の廃止(4.15) 

組織のスリム化のため，平成元年度に導入した企画局，総務局など５

局を廃止した。 

※ 
        

頭脳立地構想推進部

の縮小，雪対策室の設

置(4.15) 

高度化センターの建設着手など頭脳立地構想が事業実施段階となっ

たことから部相当の臨時機構を課相当の組織に縮小した。また，雪対

策を総合的に推進するため都市建設部に雪対策室を設置した。 

  
○ 

      
機構改革の実施(12.1) 

市民サービスの向上，新しい行政需要への対応，地方分権の推進，

簡素で効率的な組織機構の確立を目指し機構改革を実施した。 

２７部１３１課３３３係を 

２５部１２５課３１５係に再編した。（２部６課１８係の削減） 

◎主な内容 

生活交流部の設置，総合計画策定部の廃止，衛生部と福祉部の統合

による保健福祉部の設置など。 

   
○ 

     

国際スポーツ大会事務

局の設置(8.12) 

スノーボード国際大会，バーサースキー大会等の国際スポーツイベン

トの開催のため部相当の臨時機構を設置した。 

   
○ 

     

東光図書館の設置

(10.18) 
末広，永山に続く地区図書館として東光図書館を設置した。 

   
○ 

     

空港建設部の廃止

(12.1) 

旭川空港 2500Ｍ滑走路の１０月１０日の全面供用開始に伴い，空港

建設部を廃止し，空港総務課，空港建設課，空港管理事務所を土木

部に位置づけた。 

   
○ 

     

記念事業推進事務局

の設置(12.1) 
記念事業を総合的に推進するため，部相当の臨時機構を設置した。 

    
○ 

    

総務部情報管理課の

設置(4.1) 

地域情報化，行政情報化を総合的に推進するため，企画部調査課総

務部情報システム課を統合再編し，総務部に情報管理課を設置した。 

    
○ 

    
介護保健課の設置(4.1) 

介護保険の円滑な導入のため，高齢化対策課を再編し介護保険課を

設置した。 

    
○ 

    

空港総務課と空港建設

課の統合(4.1) 

空港建設業務の縮小にあわせ，空港総務課と空港建設課を統合し空

港整備課を設置した。 

    
○ 

    
文書係の廃止(4.1) 

文書管理事務の見直しに伴い，総務課文書係を廃止し総務企画係に

事務を統合した。 



     
○ 

   

中核市移行に伴う保健

所の設置等(4.1) 

中核市移行に伴い，保健所及び食肉衛生検査所を保健福祉部内に設

置し，これに併せて保健福祉部の組織の一部を再編した。また，環境

部では産業廃棄物に係る許可等を行う事業廃棄物係を設置し，これに

併せて環境部の一部を再編した。 

     
○ 

   
保護課の体制整備(4.1) 

被保護世帯の増加に伴い，保護第９係を設置するなど保護第１課，第

２課の体制を整備した。 

     
○ 

   

介護保健課の体制強

化(4.1) 

介護保健事業の実施に伴い，介護保健課の係体制の充実強化を図っ

た。 

     
○ 

   

国際スポーツ大会事務

局の廃止(4.1) 
国際スポーツ大会事務局を廃止し，社会教育部に業務を統合した。 

     
○ 

   

工業課と産業立地課の

統合(4.1) 

工業振興及び企業誘致活動等の効率的執行のため，工業課と産業立

地課を統合し産業振興課を設置した。 

     
○ 

   

空港管理事務所と空港

整備課の統合(4.1) 

空港整備事業の縮小に伴い，空港整備課を空港管理事務所に統合し

た。 

     
○ 

   
水道局の再編(4.1) 

水道局において業務の統合，市民に分かりやすい組織名称への改正

など組織の再編を行った。 

      
○ 

  

記念事業推進事務職

の廃止(4.1) 
記念事業の終了に伴い，記念事業推進事務局を廃止した。 

      
○ 

  

職員監の廃止，総務監

の設置(4.1) 

職員団体との交渉等に係る事務の円滑化と契約における公平性，透

明性の向上を図るため，総務部に総務監を設置した。 

      
○ 

  

子ども療育係の設置

(4.1) 

第２庁舎の総合保健福祉センター化にあわせて，愛育センターの早期

療育推進事業を児童家庭課に移管し，こども療育係を設置した。 

      
○ 

  
機構改革の実施(11.19) 

市民サービスの向上，新たな行政需要，政策課題への対応，組織機

構の簡素効率化を目指し機構改革を実施した。 

２４部１２５課３２９係 

２０部１２２課２７２係に再編した。 

（４部３課５７係の削減） 

◎主な内容 

企画財政部の設置，臨時機構の廃止，税部門の市民部への移管，少

人数係の見直し，担当部長制の導入，看護部長の設置，スタッフ制の



導入拡大 

      
○ 

  
担当部長の設置(11.19) 

機構改革の実施にあわせ，政策課題への対応等のため，審議員を廃

止し，専決権を持つ担当部長を設置した。 

       
○ 

 

年金課のスタッフ制導

入(4.1) 

年金制度の改正に伴い，より柔軟で効率的な組織運営を図るため，年

金課でスタッフ制を導入した。 

        
○ 
介護保険課と高齢者福

祉課の統合(4.1) 

高齢者に係る事務の一元化を図るため，介護保健課と高齢者福祉課

を統合し，介護高齢課を設置した。 

        
○ 
南北土木事業所の統

合(4.1) 
業務の委託範囲の拡大に伴い，南北の土木事業所を統合した。 

        
○ 
水道局における組織改

正(4.1) 

市民サービスの向上と簡素で効率的な組織機構を目指し，組織改正

を実施した。（１課６係の削減等） 

        
○ 教育次長の廃止 簡素な組織体制を目指し，教育次長を廃止した。 

中間職の縮小 ◎ 
 
○ 

       
中間職の縮小 簡素で効率的な執行体制のため，中間職の縮小に取り組んでいる。 

意識

改革

の推

進 

研修制度の充

実 

・政策形成，問

題解決能力開

発に関する研

修の実施 

・実務能力の向

上を重視した研

修の実施 

・市民対応向上

のためのい研

修の実施 

◎ 
○ 

        

接遇のしおり 

「接 Good」の発行(3.21) 
市民対応の向上を図るため，マニュアルを発行した。 

 
○ 

       

職員研修制度の見直し

(4.1) 

基本研修中心の研修体系を見直し，柔軟に対応でｒきる特別研修に重

点を置いた体系に改めた。 

 
○ 

       
ＯＪＴマニュアルの発行 

各職場での実践的な研修の充実のため，ＯＪＴ（職場研修）の手引書を

作成し配布した。 

 
○ 

       

さわやかサービス運動

の実施(1.6) 

１月６日から３月３１日までをさわやかｻｰﾋﾞｽ運動の期間と定め，市民

ｻｰﾋﾞｽの向上に努めた。 

    
○ 

    

契約実務セミナーの実

施(2.18) 

各部庶務担当課職員を対象に契約実務に関する研修を実施した。以

後随時実施。 

中核市移行に

伴う職員研修

計画の策定 

◎ 
 
○ 

       

中核市制度ガイドブック

の配布(5.14) 

中核市制度についての職員の意識の啓発及び研修等のためガイドブ

ックを作成した。 

   
○ 

     

中核市移行に係る職員

研修計画の策定(1.7) 

中核市移行に係る道等への職員の長期，短期の派遣計画を策定し

た。 

他自治体，企 ◎ 
  

○ 
      

道との職員の相互交流 （地方分権の推進に記載） 



業，海外等へ

の派遣などを

含めた人事交

流の拡大 

の実施 

  
○ 

      

外国の地方公共団体

の機関等に派遣される

職員の処遇等に関する

条例の制定(4.1) 

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の給与や旅費等の

処遇に関し条例を定めた。 

    
○ 

    

長期派遣研修等の実

施 

円滑な中核市移行を図るため，道や旭川保健所等に職員を長期又は

短期に派遣し研修を行った。 

      
○ 

  

職員の海外研修の見

直し 
（事務事業の見直しに記載） 

職員提案制度

の見直し 
◎ 

 
○ 

       

職員提案制度の見直し

(11.11) 

職員が提案しやすい環境づくり等のため，職員提案と研修係で実施し

ていた北の知恵倶楽部を統合した。 

        

 

○ 

 

職員提案制度の見直し

(1.21) 

制度の活性化のため，審査会において提案者が説明できる機会を設

けるとともに，研究・努力の跡を重視する評点制度に改めた。 

区分 ９年度 １０年度 １１年度 １２年度 １３年度 １４年度 

 
応募 入選 応募 入選 応募 入選 応募 入選 応募 入選 応募 入選 

提案 17 7 19 5 8 3 20 5 21 2 4 2 

改善実績 11 8 7 7 5 5 6 5 3 2 13 9 

合計 28 15 26 12 13 8 26 10 24 4 17 11 
 

ワーキンググ

ループの積極

的活用 

◎ 

  

 

 

○ 

      

ワーキンググループ運

用に当たっての基本的

考え方の策定(12.1) 

組織横断的な課題に対応するため，ワーキンググループについての

運用の基本的な考え方を定めた。 

主なワーキンググループ等（１４年度に活動した又は活動中のもの）  

名  称 事務局 

観光スポット整備計画検討ワーキンググループ     

 

西神楽グランドワーク検討ワーキンググループ 

職員提案制度検討ワーキンググループ 

政策課題研究セミナーワーキンググループ 

企画財政部主幹，    

商工観光部観光課 

企画財政部主幹 

総務部行政改革推進課 

総務部人事課 



市民参加検討部会 

新青少年科学館検討会議  

生活交流部広聴広報課 

生涯学習部青少年科学 
 

職位とその役

割の明確化の

推進 

◎ 
  

○ 
      

職位とその役割の明確

化(12.1) 

機構改革の実施に併せ，部長職等の各職位ごとに職務を具体的に示

し，職員の意識の徹底を図った。また，１１年１２月２７日付け通知で再

度の徹底を図った。 

人事異動希望

制度の実施 
◎ 

 
○ 

       

人事異動希望制度の

導入 

職員の意識を高め，能力を活かす方策の一つとして課長補佐職以下

の職員を対象に異動希望制度を導入した。 

目標管理制度

の実施 
● 

          

未実施 

 調査中 

関連する意識

改革の取組 

 

※ 
        

第１回行政改革セミナ

ーの実施(7.28) 
部長職を対象に「行政改革への取組」をテーマに研修会を開催した。 

※ 
        

行革推進標語の決定

(8.8) 

行政改革に対する職員の意識の啓発のため，標語を募集した。『行革

に未来のまちの夢をのせ』ほか２点に決定。 

※ 
        

第２回行政改革セミナ

ーの実施(8.10) 

「変革の時代における行政の在り方」をテーマに北大の森教授を招き

部長職を対象に研修を実施した。 

※ 
        

会議運営マニュアルの

作成(9.1) 

庁内会議の効率化や職員の意識改革を推進するため，会議運営マニ

ュアルを作成し，職員に配布した。 

※ ○ 
       

出勤簿の押印廃止

(10.1) 

職員の意識改革の推進（課長職の管理意識，自己管理），及び事務の

簡素化のため出勤簿の押印を試行的に廃止。平成８年４月１日本格

実施。 

    
○ 

    

市職員のセクシャル・ハ

ラスメント防止等に関す

る要綱の制定(4.1) 

男女雇用機会均等法に基づき職場内のセクシャル・ハラスメントを防

止するため，要綱を制定し，管理監督者の役割の徹底と苦情相談窓

口の設置等を行った。 

    
○ 

    

定期人事異動の４月１

日実施(4.1) 

事務執行の円滑化を図るため，例年４月中旬の定期人事異動を４月１

日に実施した。 

    
○ 

    

執務室内の禁煙実施

(4.21) 

平成１１年２月からの一部の職場での試行を経て，禁煙タイム方式を

改め，総合庁舎及び第２庁舎の執務室内を禁煙路する分煙を実施し

た。 

    
○ 

    
環境保全率先行動計 環境基本条例に基づき，市が率先して事業実施に当たり環境への取



画の策定(6.1) 組を実践するため，環境保全率先行動計画及び公共事業環境配慮指

針を策定した。 

１３年８月には，地球温暖化防止対策を加えて「旭川市役所地球温暖

化対策率先実行計画」として全面改訂し全職員に配布した。 

    
○ 

    

職員における国籍条項

の廃止(7.1) 

平成１１年度（１２年採用）の職員採用試験の実施に当たって，事務，

技術職について国籍条項を撤廃した。 

       
○ 

 

市有施設等のごみ箱撤

去及び１２分別の実施

(4.1) 

ごみの分別を徹底し減量化に向けた意識を高めることにより，ごみの

排出量削減とリサイクルの推進を図るため，事務室等のごみ箱を撤去

するとともに，１２分別を実施することとした。 

       
○ 

 

職員意識調査の実施

(6.20) 

地方分権が進展し社会情勢が変化する中で職員の意識や職場の状

況を把握するため，全職員を対象に意識調査を実施した。 

       
○ 

 

派遣研修職員の庁内

公募の実施(11.18) 

職員の意欲を高め，資質の向上を図るため，省庁及び道への派遣研

修職員を，庁内公募により募集した。 

職員

数，給

与の

適正

化 

定数管理計画

の策定 

△ 

          

検討中 

将来の行政需要の推計が困難なため計画策定に至っていない。 

  
○ 

      

１５０人の職員数の削

減の目標値の設定(2.5) 

事務事業の見直し等により，５年間で１５０人の職員数を削減する目標

を設定した。 

   
○ 

     

職員定数条例の改正

(4.1) 

条例定数と現員との必要以上の乖離を是正するため条例定数を改正

した。 

  旧条例職員総数 3,724人 

  新条例職員総数 3,572人  152人減 

       
○ 

 

２５０人の職員数の削

減目標値の設定(4.16) 

行財政構造改革の推進施策の一つとして，４年間で２５０人の職員数

を削減する目標を設定した。 

臨時職員の部

の一括管理の

実施 

◎ 
 
○ 

       

臨時職員の部の一括

管理の実施(4.1) 

業務の繁閑に応じた柔軟な組織運営が可能となるよう，臨時職員を部

の庶務担当課に一括して配置することとした。 

特殊勤務手当

の見直し 

◎ 

    
○ 

    

特殊勤務手当の見直し

(4.1) 

社会経済情勢に応じた手当の種類と対象職員の縮減，支給額の改正

を行った。 

     
○ 

   

水道局業務手当の見

直し(4.1) 
水道局業務手当について月額 6,400円を 5,000円に減額した。 



        
○ 
消防職員の給料の調

整額の廃止(4.1) 
消防職員の給料の調整額を廃止した。 

        
○ 
寒冷地手当加算額の

見直し(4.1) 
国と同額の定額に引き下げた（激変緩和措置あり）。 

管理職手当の

見直し 

◎ 
   

○ 
     

管理職手当の削減(4.1) 管理職手当について１０％程度の削減を実施した。 

   
○ 

     

特別職等の期末手当

の削減(4.1) 
市長，助役等の特別職等の期末手当の支給を 0.15月分削減した。 

       
○ 

 

管理職手当，特別職等

の期末手当の削減(4.1) 

ワークシェアリングの実施に伴い，管理職手当の１０％程度，特別職の

期末手当の 0.15月分を削減した。 

給与の口座振

込の実施 

◎ 

  
○ 

      

給与の口座振込の実

施(2.1) 
職員に対する給与の口座振込を実施した。 

関連する取組  

    
○ 

    

職員の離職の際の給

与支給方法の見直し

(7.1) 

月途中で離職した職員（特別職を含む）の給料支給を採用時同様に日

割り方式に改めた。 

     
○ 

   

５５歳昇給停止制度の

導入(4.1) 

民間賃金の動向への対処，世代間の給与配分の適正化を考慮し，５５

歳昇給停止制度を導入した（激変緩和措置あり）。 

事務

処理

の効

率化 

窓口サービス

の改善 

◎ 
※ 

        

業務案内表示板の設

置(10.24) 

市民が分かり易いよう，組織名に具体的業務を明記した標示板を庁舎

内に設置した。 

○ 
        

公的年金現況届けの手

続の簡略化(3.1) 

公的年金現況届けの社会保険庁等への送付を市が代行して行うこと

とし．窓口の混雑，待合時間の解消を図った。 

  
○ 

      

支所受付マニュアルの

作成(4.1) 

支所における各種受付手続をマニュアル化し，事務の統一化，効率化

を推進するとともに，市民サービスの向上を図った。 

  
○ 

      

証明書自動交付機の

設置拡大(10.13) 

証明書自動交付機を平成７年２月の総合庁舎(2)以外に，ときわ市民

ホール(1)，住民センター(2)，地区センター(2)，春光台公民館(1)，の各

施設に設置した。 

また平成１０年１０月には地域会館（緑が丘住民センター）に増設し，平

成１４年９月には春光台公民館から春光台地区センターに移設した。 

  
○ 

      

機構改革における窓口

事務の統合(12.1) 

機構改革において市民サービスの向上のため，医療助成事務の保険

課への統合や児童手当の申請の市民課での受付，就学援助等児童



に対する給付事務の就学助成係への統合など，類似事務の窓口の統

合整理を図った。 

  
○ 

      

住民票等の申請書の

押印廃止(1.5) 

市民サービスの向上のため印鑑登録証明書，住民票の写しや戸籍

謄・抄本も交付など１８種の申請手続で申請者の押印を廃止した。 

   
○ 

     

申請書等の押印廃止

の拡大(4.1) 

市民サービスの向上と事務の簡素化のため，申請書等の押印廃止の

対象を拡大した。（ホームヘルパー派遣申出書など１６４種類） 

   
○ 

     

保健福祉部相談窓口

の設置(6.1) 

保健福祉サービスの充実強化のため，第２庁舎１階に保健婦などを配

置して健康や福祉に関する相談窓口を設置した。 

    
○ 

    

住宅資金貸付制度の

統合(4.1) 

北国型住宅・中古住宅貸付制度（建築部），勤労者住宅資金（商工

部），高齢者住宅整備資金（保健福祉部）を統合し，窓口を建築指導課

に一元化した。 

    
○ 

    

介護保険相談員の配

置(11.25) 

介護保険制度の開始に併せ，介護保険課に相談員を配置して，制度

の紹介や要介護認定，認定調査等に関する相談のための窓口を設置

した。 

     
○ 

   

地域保健福祉相談員

の配置(5.1) 

各地域における保健福祉サービスの充実を図るため，各支所に相談

員を配置した。 

     
○ 

   

第３庁舎の案内窓口の

設置(5.22) 
第３庁舎の供用開始に伴い，庁舎案内のための窓口を設置した。 

     
○ 

   

各種申請の際の添付

書類の簡素化(12.28) 

各種申請の添付書類の現状把握と改善策検討のための調査を実施し

た。これに基づき，１２年度は老人ホーム入所申請の際の住民票の添

付を省略するよう改善した。 

      
○ 

  

児童遊園に関する事務

の移管(11.19) 

機構改革の実施に併せて，類似業務の一元化のため，児童家庭課で

所管していた児童遊園に関する事務を土木管理課に移管した。 

      
○ 

  

歯科口腔外科の設置

(6.1) 

入院患者や合併症を有する患者等に対する総合的な治療を行うた

め，市立病院に歯科口腔外科を設置した。 

      
○ 

  

顔写真入り職員氏名票

の導入(11.19) 

病院内には立入禁止場所が多くあること等から，職員であることを認

識しやすくするため，市立病院職員の氏名票を大きくし顔写真入りに

改めた。 

      
○ 

  
市民課ホールエレベー 総合庁舎２階の税関係窓口への来客者の利便性向上のため，総合庁



ターの設置(12.27) 舎１階市民課ホールにエレベーターを設置した。 

      
○ 

  
臨時開庁の実施(1.4) 

年末年始の休日のうち，総合庁舎１階を中心に開庁し，市民サービス

の向上を図った。 

支所，出張所

の在り方の検

討 

◎ 
  

○ 
      

窓口サービスのあり方

検討会の設置(11.27) 

窓口サービスと支所・出張所のあり方について，窓口サービスのあり

方検討会で検討を行い，これらの意見を平成１２年７月に集約した。 

事務処理方法

と事務専決制

度の見直し 

◎ ※ 
        

行政文書のＡ判化(4.1) 行政文書を順次Ａ４判に切り替えることとした。 

  
○ 

      

専決規程等の見直し

(12.1) 

機構改革の実施に併せ，意思決定の迅速化，事務処理の効率化等を

狙いとして事務専決規程及び補助執行規則等を改正し，課長職などの

職務権限の拡大を進めた。また，職場実態に応じ従来専決権がなかっ

た次長，主幹へそれぞれ部長，課長から専決権の委譲が可能となる

取扱いに改めた。 

   
○ 

     

公印規程，事務取扱規

程の改正(6.1) 
文書事務を総務課の集中管理方式から各課管理に改正した。 

    
○ 

    
備品単価の見直し(4.1) 

物価の変動等を考慮するとともに，事務の簡素効率化を図るため，備

品単価を５千円から２万円に引き上げた。 

     
○ 

   

三角柱による職・氏名

表示の見直し(4.1) 

職・氏名を表示する机上においている三角柱の取扱いについて，従

来，補佐職以上としていたものを原則課長職以上に改めた。 

     
○ 

   

測量業務委託の事務

処理方法の見直し(4.1) 

各部の測量業務に係る委託契約の事務の適正化と標準化を図るた

め，契約手続は契約課に，設計審査・検査業務は工事検査課に集中

化した。 

     
○ 

   

委託業務の競争入札

参加資格受付の見直し

(1.22) 

各部で執行する委託業務について適正に競争入札が行われるよう，

競争入札参加資格の登録対象業務を拡大するとともに，これらの登録

を原則契約課で取りまとめて行うこととした。 

      
○ 

  

委託契約等の検査事

務の見直し(4.1) 

契約に係る検査の適正化を図るため，委託料，使用料及び賃借料で

執行する 2,000万円以上の契約について検査権者を課長から部長に

引き上げた。 

      
○ 

  

財務会計システム導入

に伴う専決の見直し

(4.1) 

財務会計システム導入に伴い，支出命令，科目更正，購入物品の検

査等の専決の見直しを行った。 



      
○ 

  
出納員の見直し(4.1) 

出納員を現金出納員と物品出納員にわけ，個々に任命する方法から

あて職に変更した。 

      
○ 

  

事務用机・いすの規格

の見直し(4.1) 

経費節減，備品管理の効率化，執務室の狭隘対策のため，課長職以

上の職員に配置してきた両袖机を片袖机に，部長職用いすの規格を

課長職用いすの規格に統一した。 

      
○ 

  

部長による部内配置換

権限の拡大(11.19) 

機構改革の実施に併せ，業務実態に即した効率的な人員配置のた

め，部長権限による部内配置換及び兼務発令の対象を指導主任以下

から主査職以下に拡大した。 

      
○ 

  

債務負担行為の設定

の拡大 

４月１日付の契約や，複数年契約の事務への対応のため，債務負担

行為の設定対象を拡大した。 

       
○ 

 

庁内広報の庁内ＬＡＮ

への掲載(4.1) 

紙の減量化等を図るため，庁内広報を庁内ＬＡＮへの掲載による方法

に改めた。 

       
○ 

 

定期購読図書等の購

入事務の見直し(4.1) 

事務の効率化を図るため，定期購読図書及び追録の購入権限を契約

課から各課に移すとともに，庁内での重複した購読等についてより厳

正なチェックが出来るよう様式等の変更を行った。 

       
○ 

 

自家用車の公務使用

制度の導入(4.1) 

職員が外勤する際の効率的な公務遂行のため，やむを得ない場合に

限り自家用車の使用を認められる制度を導入した。 

共通事務に係

る事務処理マ

ニュアルの作

成 

◎ 
※ 

        

文書マニュアル「これで

書」の発行(10.31) 

市民に分かりやすく親しみやすい文書作成のため，手引書を発行し

た。 

 
○ 

       

公有財産事務の手引

の発行(4.9) 
公有財産に係る事務取扱についてマニュアルを作成した。 

 
○ 

       

公用文用字用語辞典

「大辞で書」の発行

(12.26) 

正しい用字用語の使用のため，公用文に用いる用字用語の辞典とし

て「大辞で書」を発行した。 

  
○ 

      

請負工事（建築・設備）

監督要領の制定(6.1) 

建築・設備工事に係る工事監督員の任命手続及び具体的な職務内容

について要領を定めた。 

  
○ 

      

委託契約の手引の作

成(3.5) 

委託契約事務の適正化を図るため，「委託契約に関する事務の手引」

を作成した。 

  
○ 

      
清掃業務委託契約に関 市有施設の清掃業務における事務の統一的執行のため，契約書，仕



する参考資料の作成

(3.9) 

様書等をまとめた参考資料を作成した。 

  
○ 

      

公用文例集「文文」の

作成(3.26) 
公用文に関する規程の改正にあわせて文例集「文文」を発行した。 

   
○ 

     

文書事務の手引「こな

み」の発行(5.15) 

事務取扱規程及び公印規程の改正に併せて，文書事務の手引書「こ

なみ」を発行した。 

    
○ 

    

会計事務の手引の発

行(5.17) 

経理事務等の適正化のため，会計事務の手引を改訂し，各係に配布

した。 

     
○ 

   

契約事務の取扱につい

て通知(4.1) 

契約事務の適正化と標準化を図るため，競争入札の具体的事務処理

方法，見積合わせの留意事項，契約事務に用いる標準様式等につい

て各部に通知した。 

     
○ 

   

清掃業務委託契約に関

する参考資料の改定

(2.9) 

市有施設の清掃業務委託契約事務に関する参考資料について，より

分かり易い内容とするため全面改訂し，あわせて設計積算方法の標

準化を図るための関係資料を整備し，各部に通知した。 

      
○ 

  

旭川市物品購入等事

務取扱要領の改正(8.1) 

物品購入等及び委託・賃貸借等の入札参加資格者登録事務の一元

化にあわせて，事務取扱要領を改正した。 

      
○ 

  

契約事務の手引の発

行(2.28) 

契約事務の適正化のため，契約事務の手引を作成し，各係に配布し

た。 

      
○ 

  

建設工事に係る業務委

託契約書の見直し

(3.26) 

業務委託に係る契約手続の明確化を図るため見直しを行った。 

      
○ 

  

会計事務の手引，財務

会計マニュアル INPUT

の発行(3.20) 

経理事務の適正化を図るため，財務会計システムの導入に対応した

内容に改訂するとともに，財務会計システムに関する通知等を一つに

まとめたマニュアルを作成して各係に配布した。 

       
○ 

 

建設工事請負契約等

実務要覧の発行(4.1) 

建設工事に係る事務取扱及び関係法令に関する内容を取りまとめて

要覧として発行した。 

       
○ 

 

電子複写機の導入方

式の標準化(12.13) 

平成１５年度からの電子複写機の賃借に関して債務負担行為を設定

するため，統一した契約手法を示した。 

       
○ 

 
委託及び賃貸借契約に 契約事務の標準化，整合性等を図るため契約書，約款の標準書式を



係る標準書式の作成

(2.1) 

定めた。 

総合的な OA

化推進のため

の計画策定 

◎ 

 
○ 

       

行政情報化計画の策

定(3.13) 

庁内における情報化を計画的に推進するため，行政情報化計画を策

定した。 

  
○ 

      

ハードウェア・ソフトウェ

アの標準化に関するガ

イドラインの制定(12.1) 

全庁的な情報の共有化を図るため，パソコン等のハード．ソフトについ

てのガイドラインを定めた。 

  
○ 

      

行政情報化推進委員

会の設置(7.22) 

庁内情報化を具体的に進めるため，関係部長で構成する行政情報化

推進委員会を設置した。また，各部局における行政情報化を推進する

ため，推進員及び推進協力員を置くこととした。１１年４月には地域の

情報化を含めた総合的な情報化推進のため，情報化推進委員会に改

称し，１２年７月には助役を委員長として全庁的総合調整機能の強化

を図った。 

     
○ 

   

庁内ネットワークの構

築 

庁内の情報共有化に向け，１２年８月，各課及び第１種施設（一部除

く）にまで接続を拡大した。 

     
○ 

   

財務会計システムの導

入(10.20) 

財務会計事務の効率化等を目的とした財務会計システムを導入し，１

２年１０月から予算編成系のみ本格稼働した。なお，執行系は１３年４

月から稼働した。 

      
○ 

  

水道局における財務会

計システムの稼働(10.1) 

水道局における財務会計事務の効率化等を目的とした財務会計シス

テムについて，執行系を１３年１０月から稼働した。 

       
○ 

 

市立病院における財務

会計システムの稼働

(4.1) 

市立病院における財務会計事務の効率化等を目的として財務会計シ

ステムを稼働した。 

       
○ 

 

通信機器を利用した事

務の取扱に係る規程の

整備(8.30) 

電子文書の適切な取扱いに資するため，電子メール，電子掲示板等

の通信機器を利用した際の事務の特例に関して規程を整備した。 

 

        

情報化の推進 OA機器を積極的に導入し，事務の簡素効率化を推進している。各部

局における OA機器の配置状況は次のとおり。 

なお，１１年８月には，庁内ネットワーク化による情報共有化に向け，各



部の庶務担当課にパソコンを配置している。 

また，１４年２月には各部門別ファイルサーバの運用を開始し，全庁ネ

ットワークを利用した情報共有化の土台としている。 

（４月１日現在  単位：台） 

年度 パソコン ワープロ ファックス 

７年度 ３２９ ２０８ １００ 

８年度 ３８７ ２１６ １０５ 

９年度 ４６０ ２５８ ２０４ 

10年度 ５５２ ２３６ １９７ 

11年度 ７１６ ２２８ ２０７ 

12年度 ８９４ １５８ ２１６ 

13年度 １１３４  － － 

14年度 １４２３ － － 

 

市民サービスの向上や事務の効率化を推進するため，既存電子計算

組織の改善や適用業務の拡大を図るとともに，各部局におけるパソコ

ンシステムの活用等を積極的に推進した。 

年度 項  目 

７年度 人事給与オンラインシステム（給与システム） 

８年度 保健福祉情報システム 

９年度 

農業振興支援システム 

建築確認支援システム 

農地基本台帳等農政情報システム 

10年

度 

上・下水道料金の検針業務におけるハンディーターミナルの

導入 

11年

度 

介護保険システム 

福祉貸付制度システム 

屋外広告物管理システム 



12年

度 

公有財産管理サポートシステム 

廃棄物計量情報ネットワーク 

財務会計システム 

生活保護システム 

13年

度 

粗大ごみ受付システム 

第１次医療情報システム 

選挙事務における開票集計システム 

14年

度 

第２次医療情報システム 

国保オンラインシステム 

都市計画情報システム 

15年

度 
税総合オンラインシステム 

 

行政手続法が

適用される法

令処分等の適

正化の推進 

◎ 
 
○ 

       

法令処分等の取扱いの

適正化 

平成８年度業務査察で行政手続法に基づく法令処分に係る審査基準

等の取扱いの適正化を徹底した。 

行政手続に関

する条例の制

定 

◎ 
    

○ 
    

行政手続条例の施行

(8.1) 

行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り，市民の権利利

益を保護するため，行政手続条例を制定し，１１年８月１日から施行し

た。 

入札契約制度

の改善 

◎ 
※ 

        

公募型指名競争入札

の実施 

多様な入札方式の活用という観点から，２億円以上の工事の中から選

定し，公募型指名競争入札を実施した。 

 
○ 

       

予定建設工事の公表

及び一般競争入札の実

施 

契約手続における透明性，競争性の向上を図るため，２億円以上の予

定建設工事の工事名，工事概要等を公表するとともに，２１億６千万円

以上の建設工事について一般競争入札を実施した。 

  
○ 

      

工事完成保証人制度

の廃止 

契約の透明性等の向上のため，工事完成保証人制度を廃止した。平

成８年度に一部試行的に実施した。 

   
○ 

     

工事予定価格の事後

公表 

請負工事における契約の透明性の向上のため，工事予定価格を契約

締結後公表することとした。 

    
○ 

    
一般競争入札，公募型 契約手続の透明性，競争性の向上のため，一般競争入札の対象とな



指名競争入札の対象

工事の拡大(10.1) 

る建設工事の予定価格を７億２千万円以上に，公募型指名競争入札

については１億５千万円以上に改めた。 

    
○ 

    

低入札価格調査制度

の導入(10.1) 

契約内容に適合した履行の確保を図ることを目的に建設工事につい

て低入札価格調査要領を定めた。 

    
○ 

    

設計金額の事前公表

の試行(10.1) 

不正入札の抑止，積算の妥当性向上等のため，一部の建設工事につ

いて，設計金額の事前公表を試行的に実施した。なお，１３年５月から

は対象を１３０万円以上の全ての建設工事に，１４年８月からは対象を

５０万円以上の測量，建設工事に係る調査設計に拡大した。 

      
○ 

  

簡易公募型指名競争

入札の試行による公募

型指名競争入札の拡

大(5.1) 

簡易公募型指名競争入札を試行的に導入し，１億５千万円未満の建

設工事について，実施することとした。 

      
○ 

  

委託契約の執行状況

の公表 

契約金額が 2,000万円以上の委託契約について，契約方法や契約金

額などを，第３回定例会にあわせて報告することとした。 

       
○ 

 

工事成績評定結果通

知の試行(6.1) 

設計額 2,000万円以上の工事を対象に工事成績評定（工事の施工状

況の評価）結果通知を試行的に請負業者に行った。 

       
○ 

 

低入札価格制度調査

制度の範囲拡大(8.1) 

予定価格５０万円以上の測量及び建設工事に係る設計調査について

低入札価格調査制度を試行的に導入した。 

       
○ 

 
契約約款の改正(2.1) 

不正防止強化を図るため，談合等不正行為による契約解除権と損害

賠償金に係る制度を導入した。 

財政

基盤

の確

立 

経費の抑制 

・人件費につい

て臨時職員，嘱

託職員の動態

的雇用等を推

進することなど

による抑制 

・食糧費，交際

費の抑制と厳

正な執行 

◎ 
※ 

        

食糧費・交際費に係る

取扱いの適正化(10.11) 
食糧費・交際費の執行の適正化について通知した。 

○ 
        

国，北海道職員及び関

連する公社，公団等の

職員に対する餞別，土

産の廃止(1.1) 

国や道等の職員に対する餞別，土産を廃止した。 

 
○ 

       
経常経費の抑制 

平成８年度予算において経常費の旅費，食糧費などを削減した。 

食糧費  約３０％カット 

交際費  約３０％カット 

旅費    約１０％カット 



・消耗印刷費に

ついて事務のＯ

Ａ化等を積極的

に推進すること

などによる抑制 

 
○ 

       

部長職電話料の公費

負担の廃止(4.1) 
部長職の自宅の電話基本料の公費負担を廃止した。 

  
○ 

      

経常費における予算査

定手法の見直し 

１０年度の経常費の予算査定にあたり，従来は増減要素額で行ってい

たものをゼロからの積み上げによる一件査定方式に改めた。 

   
○ 

     

時間外勤務手当の削

減 

平成１０年度の予算において，平成９年度実績見込時間数の１０％相

当を削減した。 

   
○ 

     

旅費制度の見直し

(10.1) 

実費弁償という旅費の基本原則を踏まえ，また支給事務の簡素化をね

らいとして旅費制度を見直した。 

◇４区分を２区分に統合し簡素化 

◇札幌出張にＲ切符料金導入 

   
○ 

     

助役，収入役の送迎見

直し 
助役，収入役の公用車での自宅への送迎を廃止した。 

   
○ 

     

当座勘定貸越取引の

導入(2.1) 

一時借入金の借入について約束手形による方法を改め，当座勘定貸

越取引を確立するとともに，事務の効率化と精度の高い借入のため専

用端末機を設置した。 

      
○ 

  

水道事業管理者が使

用する専用車の廃止

(4.1) 

水道事業管理者が公務で使用していた専用車を廃止した。 

      
○ 

  

バランスシートの作成

(9.1) 

財政状況の明確化と今後の財政運営に資するため，バランスシートを

作成し公表した。また，１４年度には行政コスト計算書を作成した。 

       
○ 

 

時間外勤務手当の削

減及びワークシェアリン

グの実施(4.1) 

地域での就業機会の拡大等を図るため，職員の時間外勤務を１０％相

当縮減し，嘱託職員等を雇用するワークシェアリングを実施した。 

       
○ 

 

公用車使用の効率化

(4.1) 

公用車の効率的な活用を図るため，各課所属の車両を減らし，管理課

の貸出共用者を増車した。総数で６台の減車とした。 

        
○ 交際費の統合(4.1) より効率的な事務の執行を図るため，各部の交際費を統合した。 

        
○ 
食糧費及び交際費の執

行基準の策定(4.1) 

執行額の抑制及び適正な事務執行を図るため，基準を策定し各部に

通知した。 

市税徴収率の ◎ 
 
○ 

       
向上に係る諸施策の実 向上に係る諸施策を実施。更に鋭意取組中。 



向上等 施 道内各市で構成する北海道都市税務協議会等を通じての要望活動の

実施。 

   
○ 

     

収納代理金融機関の

拡大(11.16) 

市民サービス及び税等の収納率の向上のため市外，道外の金融機関

の支店等も収納代理金融機関として指定した。 

      
○ 

  

奨学金・入学仕度金返

還金の口座振替制度

の導入(4.1) 

育英事業の奨学金及び入学仕度金について，返還者の利便性向上と

定期的収納を確保するため，納付書の他，口座振替による返還制度

を導入した。 

       
○ 

 

合同滞納整理の実施

(12.5) 
市と上川支庁の合同で滞納整理を実施した。 

使用料，手数

料の見直し 

△ 

          

検討中 

個別の見直しは随時実施している。 

    
○ 

    

手数料の条例化，積算

の考え方等に係る調査

の実施(10.28) 

地方自治法の改正により従来の機関委任事務に係る手数料の条例化

が必要となったことに伴い，本市における全ての手数料の洗い出しを

行い，標準政令や国が示す積算根拠等を参考に，手数料額の妥当性

や減免基準等について精査した。 

      
○ 

  

下水道使用料等公共

料金の見直し(4.1) 

受益者負担の公平性等の観点から，下水道使用料，粗大ごみ収集の

有料化など公共料金の見直しを行った。（粗大ごみについては平成１２

年３月に議決済） 

      
○ 

  

市立旭川病院の駐車

場有料化(11.1) 

外来患者の駐車場確保のため，外来患者以外の駐車料金を有料化し

た。 

        
○ 
市立旭川病院使用料・

手数料の見直し(4.1) 

非紹介患者加算額の設定，180日を超える患者の特別長期入院料の

設定，分娩料の見直しを行った。 

        
○ 
病衣貸与の実費徴収

(4.1) 
患者に無料で貸与していたが，実費徴収することとした。 

 


